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【手続補正書】
【提出日】平成31年4月1日(2019.4.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記の式：
【化１】

              化合物２
又は
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【化２】

　　　　　　　　　化合物３
を有するイソオキサゾリン化合物またはその薬学的に許容し得る塩を、体重当たり約０．
５ｍｇ／Ｋｇから約１００ｍｇ／Ｋｇの用量で哺乳動物に経口投与することを含む、ノミ
から哺乳類を保護するための方法であって、
　上記用量は、経口投与後、少なくとも２４時間はノミから哺乳動物を保護するために十
分であり、ノミの死亡率は少なくとも５０％である、
上記方法。
【請求項２】
　哺乳類が家畜である請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　哺乳類がイヌ科の動物である請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　哺乳類がネコ科の動物である請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　哺乳類がイヌである請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　哺乳類がネコである請求項１に記載の方法。
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